
天神二丁目北ブロック
既決定地区整備計画区域

西街区
東街区

天神二丁目南ブロック
（駅前東西街区）

天神二丁目南ブロック
（明治通り沿道）

既決定地区整備計画区域

天神一丁目南ブロック
既決定地区整備計画区域

天神一丁目北ブロック
(天神通線沿道)

既決定地区整備計画区域
○所在地:福岡市中央区天神二丁目の一部
○区域面積:約2.2ha
○都市計画等
用途地域:商業地域、防火地域
容積率:（西街区）700％、（東街区）800%
建蔽率:80％

地区整備計画区域(約2.2ha)
地区計画既決定区域
（再開発等促進区）

○天神二丁目南ブロック（駅前東西街区）では、建物の老朽化が進み、耐震性や防災面の課題を抱
える中、事業者において、市民の方々に安全・安心して来訪いただけるよう、耐震性の高いビル
への建替えに向けて取り組まれており、新天町の歴史を継承した未来に向けた商店街の実現や、
新たな文化芸術機能の導入などにより、若者からお年寄りまで、天神に行きたいと思っていただ
けるまちづくりに向けた検討がなされてきたところ。

○今回、地区計画（原案）及び市街地再開発事業（原案）等について合意形成が図られたことから、
地区計画の変更（内容の追加）及び市街地再開発事業や地下通路の整備に向けた手続きを進めて
いるもの。

※天神明治通り地区地区計画の変更（内容の追加）

東街区では

※導入機能例
:エンタメ・カルチャー施設等

西街区では

※天神と大名を繋ぐ商店街通路の継承

都心の森１万本プロジェクト
を推進する

の整備メルヘンチャイムやかっぱの泉
など の継承

地下鉄ときらめき通りをつなぐ
の整備

東西街区において、
来街者が休息できる広場空間
への や ・ 等の設置

と合わせ、
に向けた検討

※写真等はイメージ

撮影フォワードストローク

○地区計画等により、容積率緩和などのインセンティブを活用し、建物の耐震性の向上や新天町の
歴史を継承した未来に向けた商店街の実現、新たな文化芸術機能の導入などの誘導を図るととも
に、新たな地下通路や商店街通路、多層階の歩行者ネットワークや広場などの機能を確保する。

○市街地再開発事業により、地権者が一体となって共同ビルへの建替えや公共施設の整備などを行う。

＜２F＞

至 西鉄福岡
（天神）駅※商店街のにぎわい空間含む

＜高度利用ゾーン西街区＞ ＜高度利用ゾーン東街区＞

＜B2F＞

＜１F＞

広場
(約100㎡) 歩行者用通路

(4m) 広場
(約300㎡)

広場
(約100㎡)

広場
(約100㎡)

広場
(約500㎡)

広場
(約300㎡)

広場
(約100㎡)

広場
(約100㎡)

歩行者用通路
(6m)

歩行者用通路
(4m)

歩行者用通路(5m)
歩行者用通路(5m)

地下通路
(6m)

広場
(約100㎡)

●必ず実施する項目（地区整備計画等に記載する項目）
☆取組みを誘導する項目（取組みに応じ容積緩和する項目）

●地下通路の整備（メルヘン通り 南北方向）〔地下部〕
●歩行者用通路の整備（西街区 東西方向）〔地上部〕

（東街区 東西方向）〔地下部・地上部・地上２階〕
●広場の整備（渡辺通り、メルヘン通り）〔地下部・地上部・地上２階〕

（明治通り）〔地下部・地上部〕
（市道天神23号線）〔地上部〕

☆広場へのエスカレーター・エレベーターの整備
☆民間管理による公園の高質化（緑化等） ☆歩行者空間の高質化

☆駐車場共用車路の整備 ☆共同荷捌き駐車場の整備
☆利用しやすい駐輪場の整備

☆耐震性の高い建物整備 ☆防災備蓄倉庫確保、災害時の避難場所提供

☆環境との共生に向けた環境負荷の低減や資源の再利用、緑化の推進

☆新天町の歴史を継承した未来に向けた商店街の実現
☆新たな文化芸術機能の導入
☆感染症対策などの機能導入による国際競争力の強化

☆歴史、文化等の活用 ☆沿道の緑化 ☆建物低層部へのにぎわい施設配置
●壁面後退による、ゆとりある歩行者環境の確保

＜公共施設ゾーン＞ ※今回、当地区内に存する
鉄道施設（西鉄福岡（天
神）駅・地下鉄天神駅）
の都市計画の変更手続き
を行う

:主要な公共施設
:地区施設
:壁面位置の制限
（1m､2m､3m）
:都市計画施設

:地区整備計画区域

※新たな地下通路や商店街通路については、
公共性の高い基盤整備となるため、国の補助制度の活用も含め支援のあり方を検討

※本資料は、令和6年8月20日(火)に開催された都市
計画審議会の資料より抜粋、一部編集したものです。



風俗営業施設、ぱちんこ・マージャン、工場用途（小規模なものは除く）、住宅用途（最上階及びその直下階は除く）
300％ 80％ 200㎡

（西街区｜指定容積率700％）
・900％。ただし、まちづくり取組みに応じて最大1,350%（450％まで加算可能。天神ビッグバンボーナス含む）
・敷地面積1,000㎡未満の場合（既存建築物の敷地を除く）は、最大1,000％
（東街区｜指定容積率800％）
・1,000％。ただし、まちづくり取組みに応じて最大1,550％（550％まで加算可能。天神ビッグバンボーナス含む）
・敷地面積1,000㎡未満の場合（既存建築物の敷地を除く）は、最大1,100％

敷地境界線から建物の外壁等までの距離の最低限度を設定
屋根、外壁等は周辺環境と調和するよう形態・意匠及び色彩に配慮

天神地下道16号線 新設（幅員６ｍ）
※別に都市計画において定めるとおり
市道天神23号線 付替え（約260㎡）
公園（都市緑地） 新設（約1,100㎡）

約4,900㎡（約80%）
約88,000㎡（約1,350%）
約5,900㎡

店舗、事務所、文化・情報発信等

天神地下道16号線
メルヘン通り（市道天神15号線）の地下部
約190ｍ
６ｍ

民間事業者による整備・管理
※新たな地下通路については、公共性の高い基盤整備となるため、国の補助制度の活用を含め支援のあり方を検討

令和６年 ３月 福祉都市委員会報告（地区計画・市街地再開発事業・地下通路）
４月 都市計画原案の縦覧（縦覧者56名、意見書0通）
６月 福祉都市委員会報告

（地区計画・市街地再開発事業・地下通路・西鉄天神大牟田線・地下鉄施設）
７月 都市計画案の縦覧（法定縦覧）（縦覧者64名、意見書0通）
８月 都市計画審議会に付議
10月 都市計画決定告示（地区計画・地下通路・西鉄天神大牟田線・地下鉄施設）
12月 地区計画条例化

令和７年 １月 都市計画決定告示（市街地再開発事業）
令和７年度～ 事業計画・組合設立等認可（市街地再開発事業）

約7,400㎡（約90%）
約138,000㎡（約1,550%）
約7,900㎡

店舗、事務所、文化・情報発信、ホテル等

新天町商店街
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公園｜都市緑地
〔名称未定 新設〕

＜西街区＞

＜東街区＞

※別に都市計画において定めるとおり

※福岡駅通りを公園に再配置

市街地再開発事業区域
建築敷地きらめき通り

メ
ル
ヘ
ン
通
り
（
市
道
天
神

号
線
）

サザン通り

明治通り

道路｜区画道路
〔天神23号線 付替え〕

道路｜特殊街路
〔天神地下道16号線新設〕
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※本資料は、令和6年8月20日(火)に開催された都市
計画審議会の資料より抜粋、一部編集したものです。


